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1――はじめに 

 

所有者不明土地問題が深刻化している。国土交通省の調査によれば所有者不明土地は 22％もあり、

また別の推計では九州程度の広さになるとも言われている。所有者が不明ということで、活用されて

いない土地を再開発する、あるいは雑草の繁茂や崩れかけた建物、がけ地などを整備して周辺地域の

安全を図るということにすら支障が生じている。 

そこで、法制審議会で審議が行われた結果、2021年通常国会に民法等の改正案が付議、可決成立・

公布された。このシリーズでは、今回の改正内容を概観することとしたい。 

改正は多岐にわたるが、(1)土地所有権の国庫への帰属の承認、(2)共有制度の見直し、(3)相続財産

の管理、(4)遺産分割の期間制限、(5)相隣関係、(6)不動産登記制度の見直しの 6点にまとめて、論点

ごとに解説を加えることとしたい。 

今回は(1) 土地所有権の国庫への帰属の承認を取り上げる。この制度は相続時点において、相続人

から相続財産である土地について国庫へ帰属するよう承認を求めることができるとする制度である。 

 

2――問題の所在 

 

1｜土地所有権とはどのようなものか 

最初に用語を整理しておきたい。まず、不動産の定義として、土地及びその定着物は不動産とする

（民法第 86条第 1項）とされている。したがって不動産には土地、建物、立木などが含まれることに

なる。なお、不動産以外の物は動産とされている（同条第 2項）。 

そして所有者は法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有す

る（民法第 206条）ものである。土地であれば建物を建てたり、他人に賃貸したり、他人に譲渡する

ことができる。所有権とは物に対する全面的な支配を及ぼせる権利である。 

所有権は所有者のいない動産の場合、物を占有することで取得する（民法第 239条第 1項）。他方、
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所有者のいない不動産は国庫に帰属する（同条第 2項）とされている。現在問題となっているのは土

地の所有者がいないのではなく、所有者がどこかにはいるものの、たとえば登記名義人はすでに亡く

なっていて、かつ相続人が明らかではないなどの場合である。 

以前は土地自体に経済的な価値があり、また現在よりも容易に収益が得られたことからこの問題は

小さかった。しかし、少子高齢化や地方過疎化が進む中で利用価値のない土地は放置され、相続登記

もなされないという状況が多発した。 

 

2｜土地所有権は放棄できるのか 

民法は所有権の放棄について規定していない。土地の所有権の放棄が認められるのであれば、前述

の通り、所有者のいない不動産となり、国庫に帰属することになる。学説や判例によると土地所有権

はその放棄は原則として認められるものの、放棄が公序良俗に反する、あるいは放棄することが権利

濫用に該当する場合があるとされる。登記先例によると土地所有権放棄が行われるのは「引き取り手

のないような土地について生ずることが多いものと予想され」「その放棄が権利濫用や第三者の権利

侵害にあたる可能性が高い」とする。 

土地の放棄が行われるのが、まさにこのような場合であるとすれば、実際問題として、土地所有権

の放棄は認められにくいと考えるべきであろう。 

 

3｜法制審議会での議論 

法制審議会では土地所有権の放棄の是非という論点で議論がされてきた。この問題の検討にあたっ

ては、民法で不動産は法令の定めがある場合を除き、不動産の所有権を放棄できないとする規定を設

け、そして、特別法によって審査機関の認定を受けると、不動産のうちでも、土地は放棄することを

認める(そして放棄された土地は民法第 239条 2項により国庫に帰属する)との案が示されていた（図

表 1）。 

 

【図表 1】 

 
 

しかし、このような民法の規定を設けることは動産の所有権放棄にも解釈上影響を与える可能性が

あるなどの意見が出され、また行政処分によって土地所有権の国庫への帰属の承認をする制度がより

直接的であり、望ましいとされた。この観点から新たな法律、すなわち、相続等により取得した土地

所有権放棄 審査機関の認定

相続開始 ★

所有者のいない土地の発生

☆

　　国が所有権取得（民法239条）
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所有権の国庫への帰属に関する法律（以下国庫帰属法）が制定された1。 

 

3――土地の国庫への帰属の承認制度 

 

1｜対象となるケース 

土地の所有者がいつでも国庫への帰属を求められるのではなく、相続によって土地を取得した相続

人、あるいは遺贈によって土地を取得した相続人（相続人以外が遺贈によって取得した場合は制度対

象外）2がその取得した土地について、法務大臣に対して、国庫帰属への承認を求めることができる(国

庫帰属法第 2条第 1項）との制度が設けられた。 

また相続財産が共有となっているケース（たとえば夫死亡時で相続人が妻と子）では、相続人（妻

と子）が共同して承認申請を行わなければならない（国庫帰属法第 2条第 2項）とされた。相続人(所

有者)は、所要の手数料を添えて承認申請を行う（国庫帰属法第 3条第 2項）。 

 

2｜承認申請の要件 

 国庫帰属の承認を受けるためには、土地が管理しやすいようになっていなければならない。相続人

が管理しがたいといって、国のお金で土地の管理のための費用を費やすのは、納税者の理解が得られ

ないからである3。法律で承認申請ができないとされているのは以下のような土地である（国庫帰属法

第 2条第 3項） 

一 建物の存する土地 

二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地 

三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地 

四 土壌汚染対策法第 2条第 1項に規定する特定有害物により汚染されている土地 

五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地 

 

注目されるのが承認申請できない土地として「建物の存する土地」があることであろう。こどもが

都市部で勤務していて、地方にある親の建物付き土地を相続した場合には、建物を壊して撤去した後

でなければ申請ができないことになる。建物付きの土地を申請対象から外したのは、建物管理に管理

費用がかかることと、建物は時間とともに老朽化し、最終的には撤去費用が掛かることを考慮したも

のである。 

また、境界が画定していない土地も承認申請することができない。隣接地との境があいまいであり、

隣地所有者と境界の画定に同意がなされないケースも多いとのことであり、そのような実態がある中

で、この制度がどこまで活用されるかは今後の注目点である（境界画定に関して隣地使用の新たな規

律も設けられた。本シリーズの別稿で解説する）。 

 
1 この制度が設けられたことで、不動産の放棄は一般に認められないという解釈が有力になると考えられている（2021 年 3

月 23 日衆院法務委員会小出政府参考人発言）。  
2 このように相続又は相続人に対する遺贈に限定されているのは、やむを得ず土地所有権を取得する場合であるためとされ

ている(2021 年 3 月 23 日衆院法務委員会小出政府参考人発言)。 
3 2021 年 3 月 23 日衆院法務委員会小出政府参考人発言 
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3｜承認拒否がなされる事由 

 上記の要件を満たした承認申請を受けると、法務大臣は以下のような土地に該当しない場合は、承

認をしなければならない(国庫帰属法第 5条)。 

 承認が行われないのは以下のケースである。 

一 崖がある土地のうち、その通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要するもの 

二 土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地上に存する土地 

三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地 

四 隣接する土地の所有者その他のものとの争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることがで

きない土地として政令で定めるもの 

五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土

地として政令で定めるもの 

 

これらのケースは客観的に定まる承認申請の要件とは異なり、物件の状態の評価が必要なものであ

り、そのため法務大臣（実際には法務局等（国庫帰属法第 15条）に委任）が判断することとされてい

る。法務大臣は上記ケースへ該当するかどうかの判断にあたって、関係行政機関や公私の関係者に必

要な協力を求めることができる（国庫帰属法第 7条）。 

崖地などは、国に管理してもらうほうが地域社会としては望ましいと思われるが、承認は行われな

い。なお、例えば崖地の整備が行われていない管理不全土地に、裁判所が管理を命ずる制度が導入さ

れている(本シリーズの別稿で述べる）。 

 

4｜承認後の手続き 

国庫帰属の承認をしたとき、あるいは承認をしないこととしたときは、法務大臣は申請者に通知を

する（国庫帰属法第 9 条）。承認をしたとの通知を受けた申請者は、10 年分の管理費相当額の負担金

（算式は政令で定める）を納付しなければならない（国庫帰属法第 10条第 1項）。通知を受けたとき

から、30 日以内に納付手続きを行わない場合は承認の効力が失われる（国庫帰属法第 10 条第 3 項）。 

負担金が納付された時点で土地の所有権は国庫に帰属する（国庫帰属法第 11条）。この帰属の性格

は承継取得とされる。承継取得という意味であるが、前の所有者である所有権に瑕疵（かし、欠陥と

いった意味）があると承継者である国に引き継がれる（図表 2）。たとえば被相続人が土地を取得した

際の契約が無効であった場合など、そもそも土地の所有権を有していなかった場合は、国も所有権を

取得しないことになる。 

 

【図表 2】 

 
 

国へ帰属（承継取得）

相続開始

（相続人）承認申請 負担金納付

↓ ↑ ↓

（国） 承認
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なお、申請要件を満たさないこと、あるいは承認拒否事由があることに該当する事由を知っていた

にもかかわらず、申告をしなかった申請者に対しては国から損害賠償請求を受けることがあり得る（国

庫帰属法第 14条）。 

 

4――おわりに 

 

本稿では、土地の国庫への帰属について解説した。説明を行ってきた通り、国庫へ帰属させる条件

は厳しい。建物があるケース、簡単に除去できないような粗大ごみや廃棄物が散乱するケース、ある

いは崖地であったりするようなケースでは国庫帰属は認められない。国庫帰属制度は、土地利用は見

込めないが、管理には手間がかからないという一部の土地にしか利用できないということであり、所

有者不明土地発生防止のための万能薬ではない。 

なお、残された問題として、国庫に帰属した後の土地の利用がある。利用の見込みが立たない土地

であるからこそ国庫帰属を請求したということはあるが、それでもなるべく地域に有用な活用がされ

ることが望ましい。小さな公園や防災用の土地活用などが考えられるが、いずれにせよ、国と市区町

村との連携が重要であると考えられる。この点に関する仕組みづくりが今後、求められる。 

次回は所在等が不明な共有者の持分を裁判で取得できるなど、共有制度の見直しについて解説を行

う。 


